
            三鷹すみれ保育園　　重要事項説明書 

 １　事業者　　  株式会社　すみれ 
 　　代表者の氏名  岡部萬智子 
 　　法人の所在地  東京都練馬区関町東一丁目22番2号 
 　　法人の電話番号  03-3928-5327 
 　　定款の目的に定めた事業  1　保育所の経営 

 2  放課後児童クラブの経営 
 3　学習教室の経営 
 4　労働者派遣事業 
 5　介護関連サービス 
 6　前各号に付帯する一切の業務 

 　　＊　設置者が過去に業務停止命令又は施設閉鎖命令をうけたことがない。 

 2　 施設の理念、目的及び運営の方針 

 　　理念　　　　「子どもたちの笑顔のために」 

 事業の目的  児童福祉の理念を十分に理解し保育を行う。児童にとって必要なことは 
 　　　　　　　　　何か、求めていることは何かという視点に立ち保育を行う。 

 運営方針  施設環境を整え、児童が落ち着いて過ごせ、児童の発育や意欲を促すよ 
 　　　　　　　うにまた安全に過ごせるよう保護者の声に耳をかたむけながら、三鷹市 
 　　　　　　　の保育方針に沿って保育を行う。 

 　　保育目標   ①　丈夫な身体を作り、健康な子どもに育てる。 
 　　　　　　　 ②　友達と仲良く元気に遊べる子どもに育てる。 
 　　　　　　　 ③　物を大切にする心を育てる。 
 　　　　　　　 ④　食を営む力の基礎を培う。 

 3　保育所の概要 
 　　名称  三鷹すみれ保育園 

 所在地  三鷹市下連雀3-16-16　三鷹ライトビル 
 開設年月日  平成24年3月1日 
 電話・FAX番号  0422-26-5691(電話)・0422-26-5692(FAX) 
 施設長氏名  髙岡　明日香 
 入所定員  0歳児(生後57日目より)-6人　1歳児-12人　2歳児-12人 

 3-5歳児-5人　⁻合計35人 

 職員の職種、員数及び職務の内容 
 1  施設長  1名　－保育・教育の質の向上及び資質の向上に取り組むとともに、職 

 　　　　　　　　員及び業務の管理をする。 
 2  保育士　常勤7名－保育計画及び全体的な計画の立案とその計画、課程に基　　　 

 　　（保育士6人）づくすべての子どもが安定した生活を送り、充実した活 
 　　　　　　　　　動ができるよう保育を行う。 
 　　　　非常勤2名               　　　　　 

 3  調理員　常勤1名―子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食に係る献 
 　　　　　　　　 立を作成するとともに、当園全般の食育を行う。 
 　　　　非常勤1名 

 4  嘱託医　　 1名 ―当園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断 
 職員及び保護者への相談・指導を行う。 

 　　取り扱う保育事業の種類月極保育　一時保育（定員に空きのある時のみ） 

 職員の研修  職場内外の研修を受講する 
 嘱託医  阪井哲男　東京都武蔵野市吉祥寺本町2-10-12 晴朗クリニック 

 委託内容　入園時と年2回児童健康診断・園より児童の健康についての相談 



 4　虐待の防止のための措置に関する事項 
 1  人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備 
 2  職員による子どもに対する虐待等の行為の禁止 
 3  虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施 
 4  その他虐待防止のために必要な措置 
 5  保育、教育の提供中に、職員又は保護者による虐待を受けたと思われる子どもを 

 発見した場合は、速やかに児童虐待の防止に関する法律の規定に従い、市役所子 
 ども育成課、児童相談所等適切な機関に通告する。 

 5　開所日・開所時間及び休所日 
 開所日  　月曜日～土曜　開所時間　7:30～20:30 
 休所日  　日曜日　祝日　年末年始(12/29～1/3） 

 6　施設の概要 建物鉄筋コンクリート造り7階建の1階2階  保育園使用面積　244.93㎡ 

 施設の内容  0歳児室　28.8㎡　1歳児室　44.34㎡　2歳児室　42.93㎡ 
 3～5歳児室　23.31㎡ 
 トイレ  2室（子ども用）7.5㎡　　　 
 調理室  1室　10.51㎡　　　配膳室　1室　5.15㎡ 
 医務室  （事務室内） 
 沐浴室  2室　6.61㎡ 

 　　代替遊戯場　下連雀児童公園　1,450.96㎡　 

 安全保障  賠償責任保険  傷害保険　加入（損保ジャパン株式会社） 

 ７　  職員体制 

 常勤  常勤者の資格  非常勤  非常勤の資格 

 施設長  1人  保育士 

 保育従事職員  7人  保育士　6人  2人  1人保育士 
 調理員  1人  栄養士  1人  栄養士 

 8　  保育計画 
 0歳児 

 ゆったりとした雰囲気の中で保育者は一人ひとりの赤ちゃんの要求を充たすこ 
 とを通して赤ちょうりいんちょうりいんかい関わりの中で心の育ちを伸ばす。 
 衛生的で安全な一人ひとりの生活リズムにあった環境作りに心がけ情緒の安定 
 を図る。初めての集団生活になるわけだが1日も早く新しい環境に慣れ、適応し 
 ていけるように、安定した保育者による常に応答的できめ細かな配慮によって 
 身近な人と親しむ心地よさを感じ集団生活に適応してもらう。児童を保育園へ 
 初めて入園させる保護者が多いなか、園の方針、年間行事、園と家族との連 
 絡、保育園での生活、日課を知らせよく理解してもらい、共に児童の育ちに 
 とって最善の利益を模索しときには協力してもらい援助していく。 

 1歳児　　　　 
 児童が自分でやろうとする気持ちを大切にし、方向づけを心がける。食事、　 
 排泄、衣服類の世話をする中で基本的生活習慣を身につけられるようにする。1 
 歳児クラスの子どもたちは、13ヶ月〜23ヶ月と発達上から見ても大きな幅があ 
 るうえ自己の主張が表出される時期でもあるので、一人ひとりの生活リズムや 
 個性や個人差を理解し尊重した上でグループ遊びや諸々の活動を通した集団行 
 動の楽しさや規則正しい生活リズムを行う心地よさを感じてもらう。安定した 
 保育者との関わりの中で互いの信頼関係を構築し、身近な人と親しむことを基 
 盤として自ら他者と関わろうとしたり多彩な創作活動、模倣遊びにつながって 
 いくよう小集団行動を意識しながらも子どもの個性や主張を受けとめていく。 

 2歳児 
 日常生活の中での事物の扱い方や行動の仕方のルールをはっきりさせ子どもが 
 ルールにそって行動できたとき、子ども自身がすがすがしく感じるような日常 
 生活にしていく。様々な遊びの中で友達との関わり方を示しながら保育者が中 



 心になって集団で遊ぶ。遊びや行事活動を通した他者との関わりあいの中で喜 
 びや悲しみを他者と共有し健やかな心の育ちを伸ばす。 
 はじめて集団生活に入ってくる子どもも、一歳児クラスから進級してきた子ど 
 もたちもこの頃には他者を理解し始め、みんな全てのことに緊張している。そ 
 の緊張をほぐして子どもたちに保育園はとても楽しいところという印象を与え 
 安心して過ごせ心身ともに安定して生活できるようにし、子ども一人ひとりの 
 個性を認め合い主張を表現できるよう保育者は援助していく。 
 保護者と保育者が相互に協力しあって子どもの最善の利益となるようクラスで 
 の約束ごとを守り模範とし子どもたちが充実した園生活をおくれるようにす 
 る。 

 　3歳児　　　　 
 さまざまな発見に目を輝かせ、心おどらせる子どもたちに、心から共感し、子 
 どもから生まれる感性を大切にし、認めていこう。遊びの中で、さまざまなぶ 
 つかり合いを経験しゆずったり、ゆずられたりすることを繰り返しながら、身 
 につけていく。保育者も普段から物を大切にすることや、ていねいに扱うこ 
 と、子どもとゆったりかかわることなどを心がけていく。集団遊びも少しずつ 
 取り入れ、全員参加はできないが　やっていない子にも少しずつ声をかけてい 
 く。生活面のほうでは、身のまわりのことが少しずつ自分でできるようになっ 
 てきているが、まだもれていることがあるので注意してみていく。 

 　　　　　4歳児 
 全身のバランスをとる能力が発達し、体の動きがたくみになる。自然など身近 
 な環境に積極的に関わり、様々な物の特性を知り、それらとの関わり方や遊び 
 方を体得していく。想像力が豊かになり、目的を持って行動し、つくったり、 
 かいたり、試したり　するようになるが、自分の行動やその結果を予測して不 
 安になるなどの葛藤も経験する。仲間とのつながりが強くなる中で、けんかも 
 ふえてくる。その一方で決まりの大切さに気づき、守ろうとするようになる。 
 感情が豊かになり、身近な人の気持ちを察し、少しずつ自分の気持ちを抑えら 
 れたり、我慢ができるようになる。 

 　　　　　5歳児　　　　 
 基本的な生活習慣が身につき、運動機能はますます伸び、喜んで運動遊びをし 
 たり、仲間とともに活発に遊ぶ、言葉により共通のイメージを持って遊んだ 
 り、目的に向かって集団で行動することがふえる。さらに、遊びを発展させ、 
 楽しむために、自分たちで決まりを作ったりする。また、自分なりに考えて判 
 断したり、批判する力が生まれ、けんかを自分たちで解決しようとするなど、 
 お互いに相手を許したり、異なる思いや考えを認めたりといった社会生活に必 
 要な基本的な力をみにつけていく。他人の役に立つことを嬉しく感じたりし 
 て、仲間のなかの一人として自覚が生まれる。 

 9　毎日の保育の流れ 
 　  ①　1日の保育スケジュール 

 （0歳児） 
 7:30  早朝保育、順次登園（視診） 
 8:30  クラス別保育　（検温） 
 9:30  睡眠  授乳または水分補給 
 10:30  日光浴　外気浴 
 11:30  離乳食 

 食後、着替え 遊び 
 12:30  睡眠 

 午睡後、遊び 
 15:00  授乳または水分補給 

 おやつ 
 遊び 

 17:30  順次降園 
 20:30  延長保育降園 

 （1歳児） 
 7:30  早朝保育、順次登園　挨拶、視診、自由遊び 



 8:30  クラス別保育 
 10:00  朝の会（おはようの歌、出席、今月の歌）排泄 
 10:15  日光浴　外気浴 
 11:30  給食 
 12:30  お着替え　午睡導入準備 
 13:00  午睡 

 目覚め、起床、排泄・手洗い 
 15:30  おやつ  手洗い 

 遊び・排泄 
 17:30  順次降園 
 18:00  おやつ 

 自由遊び 
 20:30             延長保育降園 

 （2歳児） 
 7:30  早朝保育、順次登園、挨拶、視診、自由遊び 
 8:30  クラス別保育　適宜排泄 
 10:00  朝の会（おはようの歌、出席、今月の歌）排泄 
 10:15  おさんぽ　　　適宜排泄 
 12:00  給食　食後着替え・排泄 
 13:00  午睡準備と導入(絵本読み聞かせ等) 

 午睡 
 15:00  起床、排泄 

 おやつ、遊び、適宜排泄 
 17:30  順次降園 
 18:00  おやつ 

 自由遊び 
 20:30             延長保育降園 

 　　②　お散歩コース 
 　　　　　　　　下連雀児童公園 

 　  　③　主な年間行事 
 5月  お弁当持ち散歩(2歳児クラス以上) 
 6月　　　虫歯予防集会 
 7月  七夕まつり 
 7月8月  水遊び 
 9月  警戒宣言に伴う引取り訓練 
 10月  遠足 
 11月  保護者会、保育参観 
 12月  クリスマス会 
 2月  節分まつり 
 3月  ひなまつり 

 お別れ会 
 その他　　・ お誕生会（毎月） 　・ 身体測定（毎月）　・ 健康診断（入所時、年2回）　 
 　　　　　・ 地震避難消火訓練（毎月）　 
 　　　　　・ 英語で遊ぼう・リトミック・幼児体操・造形教室 

 10　昼食等について 
 昼食、おやつ  　　  ご家庭へ献立表の配布。(月毎)　 
 アレルギー等への対応  使用する食材の中でアレルギーなどで食べられないものが 

 ありましたら、事前にご連絡ください。医師の診断書を基 
 　に、除去するなどの対応をとります。 

 衛生管理等  集団給食施設届出を保健所に届出（平成24年1月20日） 
 栄養士及び職員は毎月細菌検査実施。 

 11　  入所時に必要な書類等 
 1  住所を確認できるもの 
 2  保護者の連絡先を明確にするもの 
 3  児童の体調を確認するもの 
 4  児童の嗜好や生活習慣を知るもの 



 5  母子手帳 

 12　  保育所と保護者の連絡について 
 　　　　①  乳幼児の保育所での状況や家庭と相互連絡し合うために連絡帳を活用します。 

 体温、食事、排便、きげん、あそび、おぼえたこと、挑戦していること、失敗したことなど 
 の様子をできるだけ詳細に記入してください。 

 　　　　②  月に1回、園だよりを配布します。行事予定や共通連絡事項などをお知らせします。 

 13　保護者の方が用意するもの 
 ①入園時に用意するもの  布団カバー  バスタオル 
 ②毎日持参するもの　　　　おしぼりタオル　食事エプロン　着替え　汚れ物入れ 

 14　保護者会について  年に1回開催予定。必要に応じて開催いたします。 

 15　運営委員会について  年に1回開催予定。必要に応じて開催いたします。 

 16　健康診断等について 
 ①健康診断は入所時と年2回嘱託医が検診します。結果については児童表、連絡帳に記載します。 
 ②体測定は毎月1回身長、体重を測定します。結果については児童表、連絡帳に記載します。 

 17　料金別紙料金表をご参照ください 

 18　支払方法 
 保育料：口座振替払い(振替日：前月27日)、 
 　　　　 振替手続き前は振込払い（支払期限：前月末日までに翌月分） 
 延長保育料：現金払い(翌月15日まで) 
 雑費：現金払い(請求後) 

 19　利用の開始及び終了に関する事項及び留意事項 
 1．利用者の決定  園が決定し、施設と直接契約。 

 　　　2．退園理由  ・保護者から退園の申し出があったとき 
 　　  ・利用継続が不可能であると市が認めたとき 

 ・契約期間が満了したとき 
 ・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき 

 3．留意事項 
 ●  欠席する場合又は登園が遅れる場合は契約登園時刻までにご連絡くださ 

 い。 
 ●  お迎えが遅れる場合は、随時の延長保育扱いとなります。お早めにご連 

 絡ください。 
 ●  毎朝の体温等の確認、登園前に必ず体温や健康状態等の確認を行ってく 

 ださい。 
 ●  感染症について、麻疹、百日咳、水疱瘡、流行性耳下腺炎等の感染症に 

 かかった後は医師による登園許可書が必要です。登園許可書は病院にあ 
 る書式でけっこうです。 

 ●  発熱のある場合について熱が37.5度以上ある場合はお子様の様子によっ 
 てはご家庭での保育をお願いすることがあります。 

 ●  投薬について、医療行為にあたるために行えません。ぬり薬等の外用薬 
 はおあずかりします。 

 ●  随時に延長保育が必要な場合、3日前までにご連絡下さい。 

 20　賠償責任保険の加入　1事故10億円　1人につき10億円　損保ジャパン株式会社 
 　　傷害保険の加入　　　怪我による入院補償日額ー1500円 
 　　　　　　　　　　　　怪我による通院補償日額ー1000円 
 　　　 

 21　緊急時の対応方法 
 ①保育中に容態の変化等あった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連 



 　　　　絡をし、お引取りをお願いいたします。 
 　　　②保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当保育園が 

 　　　　責任を持って、しかるべき対処を行いますので、予めご了承ねがいます。 
 嘱託医　  氏名　阪井　哲男　　 

 住所　東京都武蔵野市吉祥寺本町2-10-12 
 電話　0422-23-7234 

 緊急隊  管轄消防署名　三鷹消防署　下連雀出張所 
 住所　東京都三鷹市下連雀4-15-28 
 電話　0422-49-0119 

 警察署  管轄警察署名　三鷹警察署 
 住所　東京都三鷹市上連雀8-2-36 
 電話　0422-49-0110 

 22　非常災害時の対策 
 消防計画作成届出書 

 平成27年9月14日 
 防火管理者　髙岡　明日香 

 避難消火訓練  月1回火災、地震を想定した避難消火訓練を実施します。 
 防災設備  自動火災報知機  　誘導灯　消火器 
 避難場所  三鷹市立第四小学校　校庭 
 住所  東京都三鷹市下連雀1-25-1 

 23　保育内容に関する相談苦情 
 相談、苦情受付担当者  各クラス担任 
 相談、苦情解決責任者  施設長 

 株式会社すみれ　　取締役　岡部寛子 
 株式会社すみれ　　代表取締役　岡部萬智子 

 　       電話  0422-26-5691 　三鷹すみれ保育園 
 　　　　　　　　 　　  0422-28-4775　 株式会社すみれ（事務所） 
 相談・苦情解決第三者委員  大久保税理事務所　所長　大久保豊 
 　　     電話  03-3398-8812　　 

 　　　 受付方法  面接、文書、電話等の方法で相談、苦情を受け付けます 

 電話  0422-26-5691 
 　　三鷹市所轄部署  三鷹市子ども政策部　子ども育成課 
 　       電話  0422-45-1151　（内線　2732） 

 24　第3者委員の設置 
 岸本弘子　　立教女学院短期大学名誉教授 0422-21-3248 
 久保田聡　　弁護士  0422-29-8836 
 大久保豊　　税理士  03-3398-8812 
 金子　洋　　社会保険労務士 0422-27-1660 



 料　　　　　　金　　　　　表　　  （非課税） 

 週5日（月～金）  月保育時間  0歳児  1～5歳児 

 1日6時間  120  53,000円  52,000円 

 1日8時間  160  61,000円  60,000円 

 1日9時間  180  65,000円  64,000円 

 1日10時間  200  69,000円  68,000円 

 1日11時間  220  73,000円  72,000円 

 1日12時間  240  77,000円  76,000円 

 1日13時間  260  81,000円  80,000円 

 週6日（月～土）  月保育時間  0歳児  1～5歳児 

 1日6時間  144  65,000円  64,000円 

 1日8時間  192  73,000円  72,000円 

 1日9時間  216  77,000円  76,000円 

 1日10時間  240  81,000円  80,000円 

 1日11時間  264  85,000円  84,000円 

 1日12時間  288  89,000円  88,000円 

 1日13時間  312  93,000円  92,000円 

 ☆  入園料30,000円（入園時） 
 ☆  上記料金には昼食代、おやつ代、ミルク代を含みます。（1か月6,000円） 
 ☆  ご兄弟で同時入園の場合は、入園料割引があります。 
 ☆  夕食代（夜間延長保育の場合のみ）1食500円です。は自己負担といたします。 
 ☆  契約時間外料金（30分　500円）は月末にお支払い下さい。 
 ☆  当日の保育時間が契約時間を超えた場合は、契約時間外料金が発生します。 
 ☆  随時の土曜日保育は契約時間外料金にて（30分　500円）ご予約下さい。 
 ☆  1ヵ月に220時間までの利用は、3歳未満児は保育料総額上限80000円、 
 ☆  1ヵ月に220時間までの利用は、3歳以上児は保育料総額上限77000円です。 
 ☆  東京都認証保育所事業実施要綱に定める保育料の範囲内です。 
 ☆  親子遠足にご参加される場合、入園料は保護者分は自己負担と致します。 


